
愛知県半田市における
計画相談支援の取組

半田市福祉部地域福祉課

第100回市町村職員を対象とするセミナー
「障害児・者への相談支援体制の推進及び基幹相談支援センターの取組について」

平成25年11月29日（金）：厚生労働省内専用第22会議室（18Ｆ）
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資料３



半田市の概況

人口：１１９，７０８人
（平成25年4月1日現在）

面積：面積47.24平方km
南北8.2㎞
東西9.7㎞

市章

半田市は、名古屋市の南、中部国際空港の東にあり、
知多半島の中央部東側に位置し、昭和12年に誕生し、平
成20年の春には人口が12万人に達しました。古くから海
運業、醸造業などで栄え、知多地域の政治・経済・文化
の中心都市として発展してきました。
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「山車・蔵・南吉・赤レンガ」

是非、半田へ遊びに
来てくれダシ！

詳しくはＨＰを見てダシ！
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障がい福祉の状況

平成２５年４月１日現在
（１）障がい手帳
・身体障がい者手帳 3,650名
・療育手帳 795名
・精神障がい者保健福祉手帳 753名

（２）自立支援医療（精神：1,240名、更生：97名）
（３）障がい福祉サービス等支給決定者数（25.10月現在）
・障がい者総合支援法 約720名
・児童福祉法 約180名

（４）障がい者自立支援給付費予算
・平成24年度実績：約1,095,000千円
・平成25年度見込：約1,279,000千円
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障がい福祉サービス等事業所の状況

＜サービス事業所（総合支援法）＞
生活介護 15か所（基準該当含む）
就労移行 4か所
就労継続Ａ 1か所
就労継続Ｂ 7か所
居宅介護 13か所
短期入所 4か所
ケアホーム 15か所
グループホーム 8か所
施設入所支援 1か所

＜相談支援の状況＞
基幹・委託（生活・就労）相談支援事業所

１か所 （※正規5名・臨職1名）
指定相談支援事業所 ５か所

＜サービス事業所（児童福祉法）＞
放課後等デイサービス 9か所

（基準該当含む）

児童発達支援センター 1か所
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計画相談支援の実績（支給決定者数）
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計画相談支援の実績（請求件数：障がい者）
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計画相談支援の実績（請求件数：障がい児）
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計画相談支援の取組（～24.3月まで）
（１）市と委託相談（現：基幹相談）で青写真を検討
・相談支援従事者研修の受講者数を確認

（どこの事業所に何人いるか！）
・計画相談支援対象者数の把握
（日中活動、入所、居宅等サービス分類ごとに！）

・報酬単価から事業費を算出

現状把握と具体的な相談支援体制のイメージ

基幹相談支援センターの必要性!!
①総合相談・専門相談
②地域移行・地域定着 等 9



半田市の障がい者相談支援体制（Ｈ２４．４月当時）

Ｃ
指定・障害児
特定

Ｂ
指定・障害児
特定

Ａ
指定・障害児
特定

Ｄ
指定・障害児
特定

Ｅ
指定・障害児・

特定

基幹相談支援センター

一般相談
（生活・就労）

地域移行・地域定着
施設・病院への働きかけ
地域体制整備のコーディ

ネート

総合相談・専門相談
困難事例対応

相談支援事業者助言
相談員人材育成

権利擁護・虐待防止
成年後見利用促進

虐待防止

自立支援協議会の運営・地域関係機関のネットワーク化

相談支援センター現状
一般相談（延べ相談数）
障がい者485件 障害児42件

（実相談150名）
指定相談（月平均30件）

半田市人口 約12万人
障がい者数 5122名
ｻｰﾋﾞｽ利用者 645名児童150名

計画作成 800名
（ＭＡＸ時予想）

療育施設 1か所36名（＋11）
児童デイ 6ヶ所 90名
来年度卒業生
サービス利用予定者20名
地域移行現状 施3名病3名

指定相談支援
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計画相談支援の取組（～24.3月まで）
（２）自立支援協議会事業所連絡会で勉強会を開催
・サービス等利用計画と個別支援計画の関係等
制度理解を深める勉強会を開催

（３）事業所向け説明会と事業所への個別依頼
・市内全事業所を対象に制度理解・指定申請等の
説明会を開催
・有資格者（研修受講者）がいる事業所へ個別依頼

（４）自立支援協議会の組織変更（計画相談支援へ対応）

２４．４．５月で指定相談支援５事業所を指定！
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半田市自立支援協議会体制図（Ｈ２４年４月～）

全体会

専門部会
＊就労部会
＊住まい部会
＊社会参加部会
＊こども部会
＊地域移行・一人暮らし部会

運営会議事務局会議

個別の
支援会議

個別の
支援会議

個別の
支援会議

ニーズ・課題
困難ケース等

事業所連絡会 研修会

年２〜３回
年２〜３回

部会によってはコア会
議をその他に数回実
施したり、研修会等を
実施する。

必要に応じてメンバー
を選出

年３～４回
１、５時間

情報提供・事
業所間での
検討

・現場向け研修

・サビ管・管理者
向け研修

虐待・権利擁護プロジェクト

相談支援連絡会

２ヶ月に１回

部会長・事務局（委
託相談・行政）

毎月第３金曜日

指定相談支援事
業所・事務局

権利擁護はすべての部会等に
関係するため、運営会議で検

討する。
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計画相談支援の取組（24.4月から）
（１）具体的な仕組みやルールの話し合い
・３年間での優先順位
（者：区分更新、新規・就労系優先、入所は後で！）
（児：年齢ごと、２４年度：学齢期前等！）
・半田市版計画相談支援のＱ＆Ａを作成

※具体的な運用方法を記載
（申請手順、モニタリング設定時期、受給者証等）
・フェイス、アセスメントシート、計画等様式の統一

等

・自立支援協議会（相談支援連絡会）で検討
・検討前に必ず市と基幹相談で原案を作成

ポイント
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計画相談支援の取組（24.4月から）
（２）勉強会の実施
・自立支援協議会（相談支援連絡会、事業所連絡会）
等を活用！
・計画相談支援、チーム支援（連携）、障がい者虐待
等テーマごとに！
・多職種（障がい、高齢、児童、教育、医療等）が
参加！
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計画相談支援の取組（24.4月から）

（３）事業所への計画相談支援指定の個別依頼（継続）
・利用者数の多い事業所、入所施設、介護保険と
障がいを一緒にやっている事業所等
・事業所へ足を運んだり、ちょっとした機会に！

（４）相談支援従事者研修への推薦方法を工夫
・県が設定する推薦基準ではなく、市の実情に合った
優先順位で推薦！（具体的には新設予定優先に！）
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１年半を振り返って
＜よかったところ＞
○実施前に現状を把握し、半田市の実情に合わせた方法で
計画相談支援をスタートしたこと。
○計画相談支援の主旨を丁寧に伝えることにより、協力的な
事業所ができたこと。
○具体的な運用方法を検討（意思統一）できる仕組みが
あること。（自立支援協議会：相談支援連絡会）
○勉強会等の継続により、多職種のネットワーク構築が
深まってきたこと。（チーム支援の体制整備）

＜課題＞
○指定相談支援事業所の運営（業務量、報酬単価等）
○計画書内容のチェック機能の確立
○モニタリング時期等の確認
○人材育成（質の担保、社会資源等情報収集）
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最後に・・・

（１）行政職員は基盤整備のための「まとめ
役」！周りにはその分野のプロがいます。

（２）相談支援、サービス提供事業所等関係
機関の困りごとには、できる限り一緒に考え
苦楽を共有する姿勢で！

（３）サービス利用のための計画相談でなく！
本人のエンパワメントを高め、目標に向かっ
てステップアップできる支援を意識！
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